
令 和 ８ 年 ４ 月 採 用

青梅市職員採用試験（技術職等）実施要綱

１ 試験の職種、受験資格等

(1) 受験資格は、令和８年４月１日時点で満たしていることが必要です。

(2) 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条の規定により、次

のいずれかに該当する者は、受験できません。

職 種 受 験 資 格 募集人員

一 般 事 務

[福祉]

昭和６０年４月２日以降に生まれた者で、社

会福祉士または精神保健福祉士の資格を有す

る者

若干名

一 般 技 術

[土木]

昭和５０年４月２日から平成１８年４月１

日までの間に生まれた者で、次のいずれかの要

件を満たすもの

１ 大学、高等専門学校、短期大学または高等

学校において土木技術関連科目を履修し卒

業した者

２ 土木技術に関する知識・技能、土木工事の

設計・監理業務等の実務経験を有する者

一 般 技 術

[建築]

昭和５０年４月２日から平成１８年４月１

日までの間に生まれた者で、次のいずれかの要

件を満たすもの

１ 大学、高等専門学校、短期大学または高等

学校において建築技術関連科目を履修し卒

業した者

２ 建築技術に関する知識・技能、建築工事の

設計・監理業務等の実務経験を有する者

一 般 技 術

[電気]

昭和５０年４月２日から平成１８年４月１

日までの間に生まれた者で、次のいずれかの要

件を満たすもの

１ 大学、高等専門学校、短期大学または高等

学校において電気技術関連科目を履修し卒

業した者

２ 電気技術に関する知識・技能、電気設備の

保守管理や電気工事の設計・監理業務等の実

務経験を有する者

保 健 師
昭和５５年４月２日以降に生まれた者で、保

健師の免許を有するもの



ア 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、またはその執行

を受けることがなくなるまでの者

イ 青梅市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経

過しない者

ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立し

た政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、ま

たはこれに加入した者

２ 試験の期日、方法等

(1) 第１次試験

ア 試 験 日 令和８年１月３１日（土）

イ 会 場 青梅市役所

ウ 内 容 基礎能力試験、事務能力試験、適性検査および面接試験

エ 結果発表 令和８年２月１０日（火）までに通知予定

オ そ の 他 申込者には、別途詳細を通知いたします。

(2) 第２次（最終）試験

ア 試 験 日 令和８年２月１９日（木）

イ 会 場 青梅市役所

ウ 内 容 面接試験

エ 結果発表 令和８年２月２７日（金）までに通知予定

３ 資格調査

受験資格の有無について、確認を行います。

４ 最終合格者の決定

第１次試験および第２次（最終）試験の結果を総合的に判定し、最終合格

者を決定します。なお、結果につきましては、合否にかかわらず本人宛てに

通知します。

５ 採用の方法

最終合格者は、原則として令和８年４月１日に採用します。

６ 申込手続

以下の書類を申込期間内に、直接持参または郵送により提出してください。

なお、提出物については試験の合否に関わらず、返却はいたしませんので

御了承ください。

また、普通郵便で郵送した場合の事故については、責任を負いかねますの



で、必ず簡易書留郵便で郵送してください。

(1) 青梅市役所職員課窓口で配布、または、市ホームページでダウンロード

可能な採用試験申込書および面接カード

(2) 最終学歴の卒業（見込）および成績（見込）証明書

（最終学歴が大学院の方は、大学の卒業および成績証明書）

なお、大学での発行に時間を要し、申込期間に間に合わない場合には、

第１次試験当日に持参してください。

７ 試験申込期間

令和８年１月１６日（金）から１月２６日（月）まで

※郵送の場合は、１月２６日（月）必着

８ 郵送および問合せ先

郵便番号：１９８－８７０１

住 所：東京都青梅市東青梅１－１１－１

青梅市総務部職員課人事研修係

電話番号：０４２８－２２－１１１１ 内線２４７１

電子メール：div0520@city.ome.lg.jp

以 上

mailto:div0520@city.ome.lg.jp

